
平成２６年７月１７日 

世 田 谷 保 健 所 

 

「（仮称）世田谷区がん対策推進条例」（素案）について 

 

 

 

  

 

１ 主旨 

 区が区民・保健医療福祉関係者・事業者と一体となって総合的ながん対策を推進 

し、「がんを知り、がんと上手に向き合い、がんになっても自分らしく暮らせる地 

域社会」の実現を目指すため「（仮称）世田谷区がん対策推進条例」の素案を取り 

まとめたので報告する。 

 

２ 条例素案について 

 別紙「（仮称）世田谷区がん対策推進条例素案」のとおり。 

 

３ 区民意見の聴取について 

 ① パブリックコメント 

  条例素案について、８月１日から８月２２日まで、パブリックコメントを行う。 

  区のおしらせ特集号発行、区のホームページ掲載、窓口（区政情報コーナー等）

での閲覧 

 ② ワークショップ 

  区のがん対策及び条例素案の周知と意見交換・意見集約を目的とする。 

  １０月１８日（土） 午後１時～５時  ブライトホール 

 

４ 今後のスケジュール 

平成２６年  ７月２５日 福祉保健常任委員会（条例素案） 

     ８月 １日 パブリックコメント（～２２日） 

    １０月１８日 ワークショップ 

    １１月 ４日 政策会議（条例案、パブリックコメント結果） 

１１月１１日 福祉保健常任委員会（条例案、パブリックコメント結

果） 

１１月１５日 区のおしらせ（パブリックコメント結果） 

    １１月    第４回区議会定例会（条例案） 

 ２７年 ３月    がん対策推進条例ＰＲ講演会 

     ４月 １日 条例施行 

(付議の要旨)  

（仮称）世田谷区がん対策推進条例の素案（以下、「条例素案」という。）を取りまと

めたので、報告する。 


